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続税は、1905年(明治 38年)、

前年から始まった日露戦争の戦

費調達の目的で導入されました。

当時の政府は、酒税や所得税・地租（固

定資産税）を相次いで増税、それでも足り

ず、欧

米にな

らって

臨時に

導入し

たのが

相続

税です。

戦争

後、ﾛｼ

ｱから賠償金が支払われず、財政が逼迫

した政府は相続税を存続させ、現在まで

110年以上も続く税制となっています。 

●一方、海外では相続税を廃止したり、

そもそも存在しなかったりする国が少なく

ありません。ｶﾅﾀﾞとｵｰｽﾄﾗﾘｱは 1970年代

に廃止、1992 年にはﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞが続き、

北欧ｽｪｰﾃﾞﾝも 2004年に廃止しました。ｱ

ｼﾞｱでも 2005年に香港が廃止、ﾀｲ・ｲﾝﾄﾞ

ﾈｼｱ・ﾏﾚｰｼｱ・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・ｲﾝﾄﾞや中国に

は相続税がありません（その他にも、個人

の資産を把握する徴税制度が整備されて

いないため導入していない国が多くありま

す）。廃止の背景には、相続税が存在し

ないことによって、富裕層の国外移転を

防いだり、また自国への移転を促したいと

いう狙いがあります。 政府は、日本の相

続税は諸外国と比べて決して高くないと

いっています。果たして、本当なのでしょ

うか？                     

●世界の主要国の最高税率をみてみると、

ｱﾒﾘｶ 40％・ｲｷﾞﾘｽ 40％・ﾄﾞｲﾂ 30％・ﾌﾗﾝｽ

45％、そして日本は 55％で一番高い税

率となっています。基礎控除額は、日本

は 1人で相続の場合 3,600万円ですが、

ｱﾒﾘｶは法定相続人に関係なく、543万ド

ル（約 6億円）という高額の基礎控除が設

けられていますので、一般の人が課税さ

れることはありません。そして、財産を贈

与する場合においても、生涯非課税贈与

額として同額の 543万ドル迄認められて

いますので、申告は必要ですが、その金

額に至るまでは非課税となり、一般市民

には贈与税も関係ありません。又、夫婦

間での贈与・相続は金額の制限がありま

せんので、日本だと、夫の資金で不動産

を購入し、妻と共有名義にした場合贈与

税が課税されますが、ｱﾒﾘｶにおいては、

例えば、夫がお金を出して 200万ドルの

不動産を購入し、妻と共有名義にした場

合、100万ドルを妻に贈与したことにはな

りますが、夫婦間は金額の制限がありま

せんので贈与税はかかりません。                     

●ｲｷﾞﾘｽは「一律 40％の税率」で、基礎

控除額が 32万 5千ﾎﾟﾝﾄﾞ（約 4,500万円）、

配偶者には課税されません。ﾌﾗﾝｽは「最

低 5％～45％」の税率、基礎控除額が 10

万ﾕｰﾛ（約 1,200万円）、同じく配偶者は

非課税です。ﾄﾞｲﾂは「最低 7％～30％」の

税率、基礎控除額は 40万ﾕｰﾛ（約 4,800

万円）です。因みにお隣韓国は「最低

10％～50％」の税率、基礎控除額が 2億

ｳｫﾝ（約 1,800万円）です。台湾は以前

50％の税率でしたが、2009年に一律

10％に改正されました。          

●相続税がある国の中でも、ｲｷﾞﾘｽ・ﾄﾞｲ

ﾂ・ﾌﾗﾝｽは相続税を廃止する方向で進ん

でいます。世界が相続税を廃止する流れ

の中で、日本は相続税を増税し「持つ者

から取る」という反対の方向に舵を切って

います。何の対策もしなかったら三代で

財産をなくすといわれ、超富裕層が逃げ

出す課税強化を、日本は世界的トレンド

に逆らいいつまで続けていくことができる

のでしょうか？ 
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